
屋外|おける催しの防火管理■■

上

◎鴛驚頚鴛黙鬘鰯が必要です。瀞’腐食若しくはキズ、ヘこみ等ある不適切な消火器の
使用を避け、適切な消火器の準備をお願いします。

◎露店等を開設する場合は届出が必要です。

◎大規模な催しを開催する場合は、消防本部へお知らせください。

露店等で、火を使う場合は
「露店等の開設届出書」により
消防署へ届け出て下さい。

多数の人が集まる催しで、
火気を使う場合は、消火器
の準備が必要です。

地震等で容易に転倒又は落下し
ない状態で使用し、又故障、破損
したものは使用しないで下さい。

※携帯発電機は原則使用禁止です

口

器 具 の 周 囲 は 整 理 及

清掃し、近くに可燃物

置かないで下さい。

燃 料 漏 れ が 無

い か 確 認 し て

点火すること。

また､ボンベは

火 気 か ら 2 m

以 上 離 し て 下

さい。

ガス又は可燃性蒸気が滞留するおそれ

のない場所で使用して下さい。

一 _ -

ガ ス又は可燃性蒸気が滞留するおそれ

のない場所で使用して下さい。
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